
参考：パブリックコメントの対象とした 4案について 

 
 ゾーンⅠ：北九州港新門司地区全面海域 
 ゾーンⅡ：新門司沖土砂処分場周辺海域 
 ゾーンⅢ：苅田港本港航路南側海域 
 土砂処分場を設置しない（航路浚渫しない）  

 
土砂処分場を設置する 3案の位置関係は下記の通り。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜出典：関門航路周辺海域における土砂処分場計画について  
第 1回 パブリックコメントの募集（土砂処分場設置海域の選定）資料＞ 


